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田村副本部長の受賞に、会場は喜びの拍手に包まれました。 

会員の皆様のご協力により、正会員数 600 名のうち全日出席者18 名、委任状324 名 保証出席者19

名、委任状324 名 TRA 出席者17 名、委任状326 名の有効数を得、また日政連正会員数 594 名のうち出

席者15 名、委任状316 名により有効数を得て、定時総会および年次大会が無事に成立し、すべての議案につ

き原案どおり承認可決いたしました。 

 

 

議 長：株式会社 メイセイコーポレーション 間弓正史氏 

報告者： 

全日・保証・TRA 令和6 年度事業活動報告及び令和7 年度事業活動計画・・・田村総務委員長 

全日・保証・TRA 令和6 年度決算報告及び令和7 年度収支予算・・・・・・・金田財務委員長 

全日・保証・TRA 令和6 年度期末監査報告・・・・・・・・・・・・・・・・尾﨑監事 

日  政  連  令和6 年度活動報告及び令和7 年度活動方針・・・・・・・田村幹事長 

日  政  連  令和6 年度決算報告及び令和7 年度収支予算・・・・・・・金田幹事 

日  政  連  令和6 年度期末監査報告・・・・・・・・・・・・・・・・尾﨑監査役 
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全日・保証  

T R A  

日 政 連  

定 時 総 会    

定 時 総 会 

年 次 大 会 

第 3 6回    

第  6  回  

第 3 4回  

広 島 県 本 部      

広 島 県 本 部    

広 島 県 本 部    

令和 7 年 5 月 23 日（金）、広島市文化交流会館において広島県本部の定時総会並びに年次大会を開催しまし

た。 

総会開催に先立ち、多年にわたる不動産業界の健全な発展に尽力した功績により、令和7 年度広島県知事表彰

が 、 当 県 本 部 副 本 部 長  田 村 利 恵 氏 に 授 与 さ れ ま し た 。 授 与 の た め 当 日 は 、 広 島 県 知 事 

湯崎英彦様代理として土木建築局都市建築技術審議官 木村成弘様 にご臨席賜りました。 

 

  

 



－役員のご紹介－ 

 

 

役   職 氏  名 商   号 

本   部   長 伊折 一夫 (有)プロジェクト・ワン 

副 本 部 長 田村 利恵 (有)アスカプランニング 

理     事 東 信弘 (有)イーストホーム 

理     事 小川 兼幸 (株)ウェルホ－ム 

理     事 宗正 俊文 (株)アジアパ－トナ－ズ 

理     事 倉田 洋志 クラン・コーポレ－ション 

理     事 金田 千穂 (有)リ－ガオホ－ム 

理     事 押越 信幸 (株)アスプロト 

理     事 小南 慶次郎 Ｈｏｍｉｅ 

理     事 松島 正信 （株）バール 

監     事 渡邉 和男 (株)ライフエステ－ト 

監     事 尾﨑 順也 (有)ジェイ・アセット・マネジメント 

 

 

 

役   職 氏  名 商   号 

本   部   長 伊折 一夫 (有)プロジェクト・ワン 

幹  事  長 田村 利恵 (有)アスカプランニング 

幹     事 東 信弘 (有)イーストホーム 

幹     事 小川 兼幸 (株)ウェルホ－ム 

幹     事 倉田 洋志 クラン・コーポレ－ション 

幹     事 金田 千穂 (有)リ－ガオホ－ム 

幹     事 押越 信幸 (株)アスプロト 

幹     事 小南 慶次郎 Ｈｏｍｉｅ 

監  査  役 渡邉 和男 (株)ライフエステ－ト 

監  査  役 尾﨑 順也 (有)ジェイ・アセット・マネジメント 

全日・保証・全国不動産協会（ＴＲＡ）広島県本部 役員 

全日本不動産政治連盟広島県本部 役員 
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令和6 年2 月12 日（水）に西部地区と東部地区合同の第5 回法定研修会をTKP ガーデンシティ広島駅前大橋に

て開催いたしました。研修テーマとして 

①不動産相談コーナーに寄せられた相談事例から見る最近の相談内容(公益財団法人不動産流通推進センター  並木 氏 ) 

②近年の自然災害と備えについて(講師：広島県危機管理監 みんなで減災推進課 主査 苫米地氏) 

③ 不 動 産 契 約 の 電 子 化 に つ い て ( 講 師 ： ア ッ ト ホ ー ム 株 式 会 社  玉 崎 氏 ) 

をご講演いただきました。研修会には座学37 名、Zoom106 名、合わせて総勢143 名の方の参加がありました。研

修会の座学とZoom での同時開催は、広島県本部初の試みでした。無事に研修会を終了できました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和6 年12 月18 日（水）当県本部 全日広島会館3 階会議室にて不動産開業支援セミナーを開催しました。  

ホームページや会員様からのご紹介等で、11 名の方にご参加がありました。  

当県本部の広報組織副委員長 小南氏より開会の挨拶を行い、セミナーでは、日本政策金融公庫 広島支店 国民生

活事業 融資第四課課長 川口氏より、資料を基に事業計画書の作成、資金調達のポイント等創業支援について説明が

ありました。 

その後、全日の歴史、会員支援コンテンツ「ラビーネット」及び契約書類作成システムの動画を視聴、続いて、副

委員長と当県本部会員の有限会社プランニングすまい開田氏より宅建業についての経験等をお話しました。副委員長

は、数年前に創業したばかりであること、飲食業と不動産の両立している不動産業界では人とのつながりが大切であ

ることをお伝えしました。開田氏より、開業のきっかけや開業当時の思い、現在の業務形態、今後の不動産業の見通

しについてお話がありました。 

入会時の説明では、副委員長より協会への入会及び費用と入会キャンペーンの継続予定について説明があり、セミ

ナー閉会後には、参加者の方々からの個別の質疑応答時間を設け、開業に関するアドバイスや手続きについてご案内

し、今回のセミナーを終了しました。 

不動産開業支援セミナー 

令和6年度 第5回 法定研修会（西部東部地区合同/ZOOM・座学） 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

令和7 年7 月18 日（金）に西部地区と東部地区合同の第２回法定研修会をTKP ガーデンシティ広島駅前 

大橋にて行いました。 

「よくわかる・すべてを『事例』で解説する 空き家・相続登記の義務化を含む民法・不動産登記法の改正

Q&A30 例」（講師：渡邊不動産取引法実務研究所 代表 渡邊秀男氏）をテーマにご講演を賜りました。 

住宅ローンに関して、中国労働金庫 融資統括部 畑田氏に、儀式サービスの制度説明と葬儀・相続等につい 

て、儀式サービス 小泉氏にご解説いただきました。 

 研修会出席者は座学20 名、Zoom146 名、総勢166 名の方にご参加いただきました。 

 

 

令和7 年10 月27 日（月）にエールエールA館にて、広島県本部では初と

なる一般消費者セミナーを開催し、28 名の方にご参加いただきました。 

講師に司法書士法人水野合同事務所 司法書士 水野昌典氏をお迎えし、

「『わが家の空家・相続対策』負動産×登記義務化×国庫帰属」についてご講演

を賜りました。130 分の講演の後、質疑応答の時間には、多くの参加者の方か

多数質問があり、水野先生よりわかりやすいご回答がありました。 

 

 

令和7 年11 月19 日（水）当県本部 全日広島会館3 階会議室にて不動産開

業支援セミナーを開催しました。宅建業を始めたい方や不動産業界に興味を持

たれた方7 名の方にご参加いただきました。 

セミナーでは、日本政策金融公庫 広島支店 国民生活事業 融資第四課課長 

川口氏にお越しいただき、資料を基に創業計画書の作り方、資金調達のポイン

ト等創業支援についてご説明いただきました。 

その後、近畿流通センターの説明と、YouTube チャンネル「らびーちゃんねる」をご視聴いただいた後、事務局

職員よりレインズ、会員支援サイト「ラビーネット」内のコンテンツである「契約書作成システム」や「物件登

録」について説明をしました。 

体験談の時間には、当県本部広報組織副委員長小南氏、会員の有限会社イーストホーム 東氏、株式会社バール 

松島氏より創業のきっかけや現在のお仕事状況に加え、これまでの経験や今後の目標についてお聞かせいただき、

参加者の皆様も聞き入っておられました。 

入会時の説明では、副委員長より協会への入会及び費用と入会キャンペーンについて説明があり、セミナー閉会

後には、参加者の方々からの質疑応答時間を設け、今後の開業にむけた効率的な進め方をご提案し、開業資金や全

日に加入するメリット等について回答しました。 

令和7年度 第2回 法定研修会（西部東部地区合同/ZOOM・座学） 

一般消費者セミナー 

不動産開業支援セミナー 
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全国一斉不動産無料相談会 

令和7 年10 月1 日（水）に紙屋町シャレオ中央広場（広島市）にて、無料相談会を開催しました。 

2018 年から国土交通省と各自治体の後援を受け、不動産無料相談会を実施しており、今年度は、９月 24 日

から10 月17 日にかけて、全国98 か所に相談会場の設置がありました。 

当協会は、公益事業として不動産知識の普及と安全な取引を推進することを目的に開催しており、協会設立日

の 10 月１日を「全日の日」と認定し、その前後に開催することで、一般消費者に身近な相談場所として認知し

てもらうことを目指しています。 

相談ブースでは不動産取引の実務に精通した三﨑法律事務所 弁護士 三﨑和也氏（法律相談）、田中会計事務

所 税理士 田中芳明氏（税務相談）、宅地建物取引士の相談員（一般相談）が、不動産に関する多くのご相談に

対応いたしました。 

また来場された方には、協会作成の「住宅の売却・購入」に関する冊子や協会オリジナルグッズなどを配布し、

不動産関連情報の周知や協会活動のPR にも取り組みました。これからも活動を通じて、「うさぎのマークの全日

本不動産協会」を身近な不動産協会として多くの方に知っていただき、消費者の安全安心な不動産取引の確保に

努めてまいります。 

当会館にて 毎月第二水曜日13：00～15：30 （要予約） 

※行事によっては第２水曜日以外に実施 

 

https://hiroshima.zennichi.or.jp/guide/advice/ ●ご相談いただける内容は宅地建物取引業法※1の規制範囲となります。 
 ※1宅地又は建物の  ・売買又は交換 

   ・（売買、交換、賃借）の代理 

   ・（売買、交換、賃借）の媒介 
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令和7 年9 月4 日（木）に、今回で61 回目となる全国不動産会議大阪府大会が、グランキューブ大阪において開

催されました。全国からおよそ1,700 人の会員や一般来場者が参加しました。 

開催中の「大阪・関西万博2025」のヘルスケアパビリオンに、2050 年を想定した「みんなの暮らしの街」を当協

会がブース出展いたしました。 

不動産会議では、大阪府本部本部長の古我康浩氏が「万博への出展は、新たな暮らしについて、私ども不動産事業

者も暮らしの在り方を考えるタイミングだと考えています。今日は、大阪の熱気と、懐の深さを感じていただきたい」

と挨拶をされました。来賓として、全日本不動産政策推進議員連盟会長の衆議院議員・野田氏をはじめ、多くの方が

出席されるなか、万博出展チーム長の室井俊一氏が、大阪・関西万博における取り組み概要を報告されました。 

また、株式会社 不動産経済研究所顧問の高橋氏をモデレーターに、当協会大阪府本部長 古我氏をパネリストと

したパネルディスカッション「ミライ REBORN スマイビジョンから考える『みんな暮らし』のまちづくりとは？」

が行われ、意見交換が行われました。会議の最後には、全日会員が地域の担い手として「みんな暮らし」のサポート

を行なっていくことや、住まいのウェルビーイングの向上、高齢者・子育て世代への支援推進などの内容を含む大会

宣言が採択されました。 

交流会では、第１部、吉本新喜劇「無料相談をきっかけに空き家に笑いの福きたる！」が上演され、出演者たちが

繰り出すテンポの良いギャグは、会場を笑いの渦に巻き込みました。第２部では、書道家・アーティストの青柳美扇

氏による迫力あるパフォーマンス、マスケラによる独創的な演奏、さらに民謡・河内音頭つかさ会による伝統的な音

頭が披露され、会場は大いに盛り上がりました。 

 次回の全国不動産会議は、令和8 年11 月12 日（水）に福井県福井市にて開催予定です。 

第６1回 全国不動産会議 ～大阪府大会～ 6 



 ようこそ！全日広島へ！ 

～新規開業された会員様のご紹介～ 

 今回取材を受けていただいたのは、今年7 月に入会された、株式会社 miluma
ミ ル マ

 様です。 

どんな理由で全日広島を選ばれたのか伺いました。 

 

                 

          

                 

                 

                        

                 

       株式会社 miluma 

      代表取締役 守本 怜矢  様      

広島県江田島市江田島町秋月2-5524-1

守本様、今日はよろしくお願いいたします。さて、守本様

が起業しようと思われたのはどんなきっかけでしたか？ 

 学生時代、東広島市福富町で古民家とまちづくりを研究

する中で、田舎の不動産流通の課題を実感しました。 

移住希望者は多いのに業者がいないため、自治会が空き

家を紹介し個人間取引で対応していました。不動産仲介業

は、地域の暮らしを支える重要な流通基盤です。 

しかし、その仕組みがなくなってしまっているという課題

は全国的に起きていると感じ、田舎に特化した新しい不動産

インフラの仕組みを作っていこうと思いました。 

 

 

全日広島を選んだ理由を教えて下さい。 

 歴史が古く、費用も安いし、十分なサポートが整ってい

そうだったので選びました。 

今後はどのようにお仕事されていこうとお考えですか？ 

まずは、江田島市において田舎特化型不動産の流通モデ

ルを構築し、このモデルを全国の田舎に配置される地域お

こし協力隊に向けてノウハウとツールを提供する仕組みを

作っていこうと考えています。 

地域おこし協力隊は、地域課題に立ち向かうべく全国で

設置される特配員です。彼らは3 年という期間の中で、独

立を目標としているため、空き家対策を行っていきたい彼

らと、弊社の事業は相性がいいと感じています。 

 

 

 

 

  

 

入会について詳しくは広島県本部事務局まで！またはホームページをご覧ください。 
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【地方の中古住宅無価値化問題】                                                      

プロフィール                             
株式会社 トムソーヤ 代表取締役 渡辺直樹                         
1965 年（昭和40 年）福山市生まれ                               
【住宅ローン診断士】 
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【重要】「宅地建物取引業者票」改正に伴う対応について 

 

 「第14 次 地方分権一括法」（令和６年法律第53 号）の施行に伴い、本年6 月28 日に「宅地建物取引業法施行規

則の一部を改正する省令」（令和６年国土交通省令第70 号）等が公布され、令和7 年4 月1 日より次のとおり宅地建物

取引業者票（様式第9 号）の新様式が変更されております。 

 まだ差し替えがお済みでない方は、早急にご対応をお願いします。 

 改正版の業者票を、ラビーネット→コンテンツ→契約書・書式集 よりダウンロードをお願いいたします。ご自身で

印刷のうえご利用ください。 

 なお、事務局にて紙の業者票の販売（２００円）も行っております。ご希望の方は広島県本部（ＴＥＬ：082-241-7696）

まで事前にお電話でお問い合わせください。 

  

本改正またその他の様式に関する改正情報については、協会からのお知らせ「【国交省】地方分権一括法による宅地建物

取引業法の改正について」、または国土交通省ホームページをご確認ください。 

 

 

 

☆ラビーネットコンテンツ            からの業者票の出し方 

 

 

 

 

 

 

                                印刷してご利用ください 

 

 

 

 

 

 

ここちらに業者票と入力し検索 
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https://www.zennichi.or.jp/2024/06/28/%e3%80%90%e5%9b%bd%e4%ba%a4%e7%9c%81%e3%80%91%e5%9c%b0%e6%96%b9%e5%88%86%e6%a8%a9%e4%b8%80%e6%8b%ac%e6%b3%95%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e5%ae%85%e5%9c%b0%e5%bb%ba%e7%89%a9%e5%8f%96%e5%bc%95%e6%a5%ad/
https://www.zennichi.or.jp/2024/06/28/%e3%80%90%e5%9b%bd%e4%ba%a4%e7%9c%81%e3%80%91%e5%9c%b0%e6%96%b9%e5%88%86%e6%a8%a9%e4%b8%80%e6%8b%ac%e6%b3%95%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e5%ae%85%e5%9c%b0%e5%bb%ba%e7%89%a9%e5%8f%96%e5%bc%95%e6%a5%ad/
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000268.html


 

 

 

 

 

 

・電話相談  06-6225-7688  

 月・火・水・木・金  10：00～16：00（土日祝日、夏季・冬季休暇を除く） 

 

・WEB(ZOOM)相談 全日不動産相談センター案内 03-5338-0370 

          ※法律相談・税務相談の予約は03-3263-7030【業務課】でも受け付けております。 

月・火・水・木・金  13：00～16：00（土日祝日、夏季・冬季休暇を除く） 

 【法律相談】 奇数週火／偶数週火・木   時 間：13 時00 分～16 時00 分（相談時間は３０分） 

 【税務相談】 第２水曜日         時 間：13 時00 分～16 時00 分（相談時間は３０分） 

相談は事前予約制となっております。必ずお電話でご予約をお願いします。 

注意事項 

¶ 相談・助言にあたり、はじめにご氏名・所属会社・連絡先をお伺いします。これは相談後に連絡を取

る必要が生じた場合など回答の正確性を期すためです。 

¶ 回答は担当者の私見を参考意見として述べるものです。回答に従うか否かは、相談者の責任において

お決めください。協会及び担当者は、その結果に責任を負いかねます。 

¶ 以上の相談センター利用時のルールに反した場合、以後は当該相談者への相談には応じかねる場合が

あります。 
 

※電話相談日にご来所いただいても相談対応はできません。また、法律相談・税務相談はアポイントなしでの

来訪には対応できませんのでご注意ください。 

 

 

 

 ・契約書式のダウンロード方法 

・PC 操作（エクセル・ワード）の方法 

・書式の有無 

等のお問合せはこちら！ 
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犯罪収益移転防止法等に関する措置の徹底について 
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広島県よりみんなで減災についてお知らせ 
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̼̼ ᶕ ΤϣχΣ ϣδ 

 ˮ ₰ χ ˯τἰϥϺажНрτνΜο 

「広島県内の特別注視区域」※令和７年１１月（キャラバン実施時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和７年１１月７日(金)に重要土地等調査法の届出制度に関するキャラバン（周知活動）を全日広島

会館にて実施しました。（※対面＋オンライン） 

重要土地等調査法では、重要施設の敷地の周囲おおむね１,０００メートルの区域内及び国境離島等の

区域内の区域を注視区域・特別注視区域として指定し、区域内の土地等では機能阻害行為が行われる

ことを防止するため、それらの土地等の利用の状況を把握する調査を行います。 

特別注視区域内では、面積が２００㎡以上の土地・建物を売買等する際には、あらかじめ内閣府に届

出をすることが必要になります。宅地建物取引業者の皆様におかれましては、特別注視区域内におけ

る土地・建物の売買等の仲介等を行う際に、重要土地等調査法に基づく届出義務について、当事者に対

して重要事項として説明することが必要となりますので、適切にご対応いただけますよう、ご理解と

ご協力をお願いいたします。届出様式や記載要領は内閣府ホームページの「届出について」のページ※ 

に掲載しておりますのでご確認をお願いいたします。 

※ＵＲＬ⇒ https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/todokede.html 

 

ˮ ₰ χ ˯τἰϥϺажНр ם☼χ ◓ 

（売買等の当事者は届出が必要、宅建業者は重要事項として説明が必要） 

＜呉市＞ 

  膳棚山受信所、呉港務部第３区、呉警備隊、呉上陸所、呉地方総監部、係船堀地区、からす小島係留所、 

  自衛隊呉病院、呉第六突堤 

＜大竹市＞ 

  岩国航空基地、岩国飛行場 

※売買等の対象となる土地・建物が上記特別注視区域に含まれるかどうかについては内閣府ホームページを  

 ご確認ください。なお、重要土地等調査法に基づく注視区域・特別注視区域図に関し、届出を行う利用者 

 の利便性の向上を目的として「重要土地ウェブ地図」を公開しておりますのでこの機会にご活用ください。 

ᶕ Ш˔ЭЧ˔Ѕ 

ＵＲＬ⇒ https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/ 

または、「内閣府 重要土地」で検索 

ϳϴУ ˢ ᶕ Ш˔ЭЧ˔Ѕ  x

ＵＲＬ⇒ https://www.resum2.go.jp/ 

Μ›ϩδ  内閣府 重要土地等調査法コールセンター 電話番号 0570-001-125（平日9:30～17:30） 
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https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/todokede.html
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/
https://www.resum2.go.jp/


-特定都市河川流域の指定に伴う黒瀬川流域の雨水浸透阻害行為許可制度について- 

広島県土木建築局河川課より、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、呉市及び東広島市を

流れる二級河川 黒瀬川水系黒瀬川 等を、令和８年４月１日に特定都市河川に指定するこ

とについて、資料提供がありました。 

指定されると、一定規模以上の開発等に伴う雨水浸透阻害行為に関しては、許可が必要にな

ります。 

 

 

詳細は、下記ホームページをご参照ください。 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/99/tokuteitoshi-004.html 
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https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/99/tokuteitoshi-004.html


入退会会員名簿（令和6年12月1日～令和7年11月30日まで）   

入 会  
商          号 代  表  者 所   在   地 

(株)アークス福山駅前店 影山 千太郎 福山市三之丸町4-15 1F 

アイシーユー(株) 上野谷 生明 広島市西区小河内町1-10-1 

(株)アシスト 妹尾 泰州 福山市駅家町大字万能倉1292-14 

アマリスホーム 白岩 由貴子 広島市安芸区瀬野西3-18-12 

歩夢(株) 大田 寛 広島市南区丹那町30-7 

(株)AlbaLink 広島支店 河田 憲二 広島市南区稲荷町2-14 和光稲荷町ビル8F 

(株)イーゾラ 鮫島 満憲 広島市西区高須2-2-1 第1広田ビル 

(株)いえなび福山多治米店 後藤 良太 福山市多治米町4-9-21-7 

(株)いえなび福山支店 後藤 良太 福山市春日町1-1-35-103 

(同)いけだ管財 池田 正敏 東広島市西条町下見400-1-111 

(株)ＩＳＳＥＩ 久貞 博文 広島市西区大芝1-19-20 A2 ビル301 

(株)インペリアルエステート 佐藤 健 福山市新涯町2-3-15 （2-5） 

(株)ＶＡＵＧ 政藤 一憲 広島市安佐南区山本1-24-21 

(同)ウッドドア 木戸 友成 廿日市市駅前4-24 

(株)ＥＮＥＰＬＵＳ 若林 一茂 廿日市市津田3385-2 

Ｏ－ｍｏｊｉ Ｂａｓｅ 水田 勝之 広島市安佐北区亀山5-17-7 

(有)カネタカ 金本 芳明 広島市安佐南区伴南4-1-1A-6 

佳世建築(株) 溝口 佳世 安芸郡府中町本町2-3-9-6 

(株)ＧＩＦＴ 滿岡 直樹 広島市西区楠木町4-9-2 桂ビル2F 

(同)ＫＵＲＯ 中黒 雅裕 広島市東区牛田南1-9-23 

(株)黒部建設 黒部 耕介 東広島市高屋町造賀3294 

ケイアイエポックメイキング(株)広島店 真杉 恵美 広島市南区段原2-13-7 妻木ビル201 

(株)ＫＯＨ 栗林 潤 広島市東区牛田新町3-19-37-306 

コーディネートＫｅｉ 西村 秀哉 広島市南区宇品神田5-26-23 アーバンビュー宇品アベニュー803 

(株)コジマホールディングス 小島 豊宏 広島市西区草津東1-1-20 

ゴリラ不動産(株) 星谷 正弘 東広島市西条西本町26-9 Astep 西条102 

(株)水龍不動産 宮原 克敬 広島市中区薬研堀1-22 1F 

(株)積木家 中野 郁子 広島市東区牛田旭2-6-7-3F 

セラ美装(有) 野村 俊明 世羅郡世羅町大字田打596-1 

大和ライフリンク(株) 岡崎 洋輔 広島市中区紙屋町1-3-2 

(株)タマイ不動産 後藤 一生 安芸郡熊野町城之堀9-4-16 

ニッカホーム(株)ニッカ不動産西日本福山店 西田 裕久 福山市南蔵王町2-9-38 

日本ハウズイング(株)広島支店 小佐野 台 広島市南区出汐2-3-18 テレビ新広島別館・中電プラント本社ビル３F 

(株)Ｎｅｘｔ ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 青木 貴裕 廿日市市四季が丘9-4-4 

(同)のび屋 屋敷 かや子 呉市音戸町波多見9-15-16 

ハウステージ(同） 中村 恵市郎 広島市南区翠1-12-16 

ハウジング・スタッフ(株)東広島店 平儀野 好美 東広島市西条大坪町11-3 大坪町ビルディング2Ｆ 

(有)畑賀建設 山根 美幸 広島市安芸区畑賀2-10-16 

(株)ｆｉｅｌｄ ｇａｔｅ 山本 裕樹 広島市西区天満町18-13 タウンパル坂本503号室 

(株)プレジール 浦島 智之 東広島市黒瀬切田が丘1-6-7 

(株)ホワイト不動産 北浦 真白 安芸郡府中町青崎中26-22-102 レールサイドビル 

Ｍｉｔｔ Ｈｏｍｅ(株) 𠮷見 恭一 広島市中区竹屋町7-10-102 

(株)ＭＩＲＡＩ ＡＧＥＮＣＹ 倉本 佳子 広島市安芸区船越4-5-8 

(株)ｍｉｌｕｍａ 守本 怜矢 江田島市江田島町秋月2-5524-1 

ヤードホーム 山本 邦之 福山市西町1-1-1 itiSETOUCHI オフィス05 

(株)ライフメントホーム 高下 譲二 広島市中区舟入町1-18 

ラッキー不動産 田中 孝和 東広島市高屋町宮領1015-2 

(株)ＲＡＢＩＴＡ 池田 大樹 広島市中区八丁堀6-11 グレイスビル401 

(株)リレーションアップ 西川 貴志 広島市東区中山西2-19-2 

〈敬称略/五十音順〉 
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変更が生じた日から30日以内に、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届出しなければなりません。 

 また、同時に協会へも変更届（本会書式）を遅滞なく届出・提出をお願いします！ 

 

※詳細は広島県本部ホームページ 『トップページ ⇒ 会員の皆様へ ⇒ 各種書類ダウンロード（変更が生じた場合・

協会を退会する場合』 をご覧ください。 

  

退 会 転 出 

商          号 退 会 事 由 

(株)一里塚 資格喪失 

ＶＭＧコンサルタンツ(株) 廃業 

(株)エフ・エフ・シー 廃業 

(株)Ｍ＆Ｋ 廃業 

(株)エムズコーポレーション 廃業 

(有)エヌ・エスホーム 廃業 

(有)岡組 廃業 

(株)オフィス・アリア 廃業 

(株)Ｃａｓｈ Ｅｓｔａｔｅ 廃業 

川崎興産(株) 廃業 

ケイアイスター不動産(株)広島営業所 支店の廃止 

甲山木材(有) 廃業 

(株)広和コミュニティ 廃業 

(有)コンサルテイション 廃業 

さくら企画 廃業 

三建商事(資) 廃業 

(株)シー・ケイシステム 廃業 

ジェイマックス(株) 廃業 

(株)新枝建設 消除 

(有)スイートホーム 廃業 

(有)鈴屋商事 廃業 

(株)スチールサービス 廃業 

(株)Ｔ・Ｍ ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 廃業 

日本ハウズイング(株)広島支店 支店の廃止 

ハウジング・スタッフ(株)三次店 支店の廃止 

ピース(有) 廃業 

(有)光工芸 資格喪失 

広島住宅改良センター(株) 廃業 

広発工業(株) 廃業 

不動産事務所ハウジングオフィス 廃業 

(株)プラスワンエステート 廃業 

(株)古沢学園 廃業 

(株)前正ホーム 廃業 

三井ハウス(株) 消除 

(株)室積建設工房 廃業 

八坂不動産(有) 廃業 

ラフォーレ・アンスティテュ(株) 廃業 

ｌａ ｌｉｂｅｒｔａ ｄｅｓｉｇｎ ｏｆｆｉｃｅ(株) 廃業 

両備ホールディングス(株)広島事業部 支店の廃止 

 

〈敬称略/五十音順〉 
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